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ＱＱ３３　院長自身の確定申告で留意すべき点はあ　院長自身の確定申告で留意すべき点はあ
るか。るか。

ＱＱ１１　子どもがアルバイトをしている。今回の　子どもがアルバイトをしている。今回の
改正で子どもは年収いくらまで働けるの改正で子どもは年収いくらまで働けるの
か。また、気を付けることはあるか。か。また、気を付けることはあるか。

【Ａ１】　これまでは、19歳以上23歳未満の方の
年収が103万円を超えると親が63万円の扶養控除
を受けられなくなっていましたが、今回特定親族
特別控除と併せ上限が150万円以下に引き上げら
れました。

また、社会保険の加入要件も変更となります。
扶養認定を受ける者（２０２５年10月１日以降）が
19歳以上23歳未満の場合は、年間収入「130万円」
未満から年間収入「150万円」未満に変わります。

よって、子どもが19歳以上23歳未満で、その子
どもの収入が150万円未満であれば、その親は扶
養控除を受けられ、子どもは別途に社会保険に加
入することなく働くことができます。この扶養控
除の適用を受けるには、年末調整時に「給与所得
者の特定親族特別控除申告書」にその旨を記載す
るか、来年の確定申告で所定の欄にその旨を記載
する必要があります。　　　　　　　　　　　　 
※子どもの年間収入が150万円超188万円までの場　
　合は、特定親族特別控除は段階的となります。

ＱＱ２２　控除対象配偶者　控除対象配偶者（＊）（＊）となっている従業員となっている従業員
に何か影響はあるか。に何か影響はあるか。

２０２５２０２５年の年末調整における注意点② 完年の年末調整における注意点② 完

 

  

協会の顧問弁護士と顧問税理士が回答いたします。 

（相続、賃借契約のトラブル、記帳や仕分け方法など何でもご相談ください） 
 

日日  時時：：１１２２月１８日（木） 午後 2 時～5 時 

定定  員員：：６名（各３名。相談時間は 1 人 1 時間以内） 

場場  所所：：東京歯科保険医協会 会議室 

要要予予約約：：03－3205－2999（担当：経営管理部） 

※予約は、受付順とさせていただきます。 

 

無料相談トトララブブルル対対策策はは早早めめのの対対応応ががポポイインントト  

法法律律相相談談、、経経営営＆＆税税務務相相談談  

経営・税務相談

Ｑ＆Ａ　No.435

【Ａ２】　配偶者控除や配偶者特別控除の仕組
み自体に大きな変更はありません。ただし、２０
２５（令和７）年度税制改正では、基礎控除・給
与所得控除の見直し（各10万円増額）が行われて
いるため、従業員の方の年収によっては控除額が
変わる場合があります。

従業員の方の年収が123万円（改正前103万円）
を超えた場合でも、201.6万円未満までは「配偶
者特別控除」が段階的に適用されます。したがっ
て、共働きであっても、従業員の方の収入が一定
範囲内であれば、従業員の方の配偶者の所得税が
軽減されます。

また、社会保険上の扶養判定基準（収入130万
円未満）は従来通りであり、税金上の控除判定と

2025年分確定申告個別相談会
所得税・消費税の確定申告、手続きに不安や疑問はありませんか…？

税理士による個別相談会を開催しています。初めて申告される方、複雑
な手続きがあり不安な方も、安心してご相談いただけます。スムーズな
申告に向けて、ぜひ、ご活用ください。
日　時　２０２６年２月19日（木） 午後１時～５時のうち１時間（先着順）
会　場　東京歯科保険医協会会議室（新宿区高田馬場１－29－８ いちご高田馬場ビル ６Ｆ）
交　通　JR山手線・西武新宿線「高田馬場駅（戸山口）」より徒歩２分、
　　　　東京メトロ東西線「高田馬場駅（５番出口）」より徒歩４分
講　師　税制経営研究所　協会顧問税理士
定　員　８名（各回２名×４枠）
参加費　２, ０００円
予　約　参加をご希望の方は、お電話にてお問い合わせください。　
担　当　経営管理部（☎ 03―3205―2999)

冊子「医院経営と雇用管理」冊子「医院経営と雇用管理」

３年ぶりに大幅改訂された『医院経営と雇用管理―２０２５―』が刊行
されました。労務管理に欠かせない実務書として、医院の院長・事務担
当者に必携の１冊です。

今回の改訂では、２０２４年４月から変更された労働条件明示の新ルー
ルに対応し、労働条件通知書の記載例やポイントを分かりやすくまとめ
ました。さらに、パワハラ・セクハラ・カスハラなどへの対応解説や就
業規則のたたき台を新たに掲載しています。

また、歯科医療機関にとっても重要な、育児・介護休業法改正の内容
や、２０２５年４月から創設された新たな給付制度である「出生時休業支
援給付金」について、丁寧に解説を加えています。

近年、協会にも労務トラブルに関する相談が増加しています。トラブ
ルに発展する前の体制整備が何より重要です。

ぜひ、本書をご活用いただき、安心・適正な医院経営にお役立てくだ
さい。

ご希望の方は、ＱＲコードからお申し込みください。
詳細は、経営管理部（☎03-3205-2999）まで。

　会員１人につき

　１冊を無料進呈※

　※書籍の到着はお申し込み後、１週間程度かかりますので予めご了承ください。

３３年ぶりに改訂版完成年ぶりに改訂版完成

２０２５年度（令和７年度）の税制改正により、基礎控除や給与所得控除の見直し、さらに
特定親族特別控除の創設が行われ、年末調整や確定申告に影響します。年末調整・確定申告
のポイントを２回にわたり掲載する本シリーズ。先月に続き、今回はその最終回です。な
お、税制改正についての詳細は本紙10月号の経営・税務相談Q&Aをご参照ください。

は異なるため、年末調整や確定申告の際は「税制
上の扶養」と「社会保険上の扶養」を混同しない
よう注意が必要です。

＊納税者が配偶者控除を受けるために必要な
要件を満たした配偶者のこと。

【Ａ３】　今回の改正は「扶養控除」に限った話
ではなく、基礎控除・給与所得控除の拡充を目指
したものとなっています。したがって、歯科医師
本人の課税所得に応じて、所得税が軽減されま
す。

ただし、その所得水準が非常に高い場合には、
これらの控除が逓減する仕組みとなるため、ご自
身の状況に応じて年末調整や確定申告で確認する
ことをお勧めします。

年間の給与収入 税金の扱い 社会保険の扱い

123万円まで 配偶者・扶養控除の対象 扶養内

123万円超130万円未満（配偶者） 配偶者特別控除の対象 扶養内

130万円超201万円未満（　〃　） 配偶者特別控除の対象 扶養外(例外あり：Q ４参照)

123万円超150万円以下（19 ～ 22歳子供） 特定親族特別控除の対象 扶養内

150万円超188万円以下（　〃　） 特定親族特別控除の対象 扶養外

誤
　≪税金 ・社会保険の扱い≫

お詫びと訂正
東京歯科保険医新聞11月１日号「経営・税務相談Q&A」No.434に記載
した表に誤りがありましたので、以下の通り訂正しお詫び申し上げます。

年間の給与収入 控除 社会保険の扱い

123万円以下 配偶者控除
扶養内

123万円超130万円未満
配偶者特別控除

130万円以上201.6万円未満 扶養外(例外あり：Q ４参照)

正
　≪配偶者の控除と社会保険≫

年間の給与収入 控除 社会保険の扱い

150万円未満
特定親族特別控除

扶養内

150万円以上188万円以下 扶養外

　≪特定親族特別控除 （19 ～ 22歳子供等） と社会保険≫

生産性向上・職場環境整備等支援事業生産性向上・職場環境整備等支援事業

申請期限は12月31日まで　お忘れなく！
支援金１８１８万円万円を歯科診療所に支給

２０２５２０２５年年３３月月3131日時点のベースアップ評価料届出医療機関が対象日時点のベースアップ評価料届出医療機関が対象

東京都
生産性向上 ・職場環境
整備等支援事業ページ

支給要件：
◆ICT機器等の導入による業務効率化：
タブレット端末、離床センサー、インカム、Web会議設備、床ふきロボット、監
視カメラ等の業務効率化に資する設備の導入
◆タスクシフト／シェアによる業務効率化：
医師事務作業補助者、看護補助者などの職員の新たな配置に
よるタスクシフト／シェア、給付金を活用したさらなる賃上げ
◆処遇改善を目的とした、既に雇用している職員の賃金改善

＊お問い合わせは協会または
　コールセンター（☎０５７０-０１８-０８５）まで。

申込フォーム
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